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１．要 旨   

  こども家庭庁支援局長通知「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業

の実施について」（以下「国要綱」）の一部改正に伴い、所要の改正を行う。 

 
 
（１）主な改正点 

母子（父子）家庭高等職業訓練促進給付金支給における、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大に係る特例措置について、対象期間を「令和６年３月３１日までに修業を開

始した受給資格者」に改正する。 

＜特例措置の内容＞ 

・修業期間の要件を１年以上から６月以上とする。 

・対象資格に、「シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格その他の情報関係の資格」

を追加する。 

 
 
（２）施行 

公布の日から施行する。 

 
 
（３）影響及び効果 

国要綱の一部改正に沿った規則となり、適切な運用が図れる。 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

   文書課において審査済み 

 ３．留意事項（問題点等） 

  特になし 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

   庁議終了後、速やかに改正手続きを進めたい。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


